
 

 
 

2017年 5月22日付 取締役会承認 

人権方針 

はじめに 

INPEX は、エネルギーの安定的かつ効率的な供給の実現を通じて豊かな社会づくりに貢献するため
に、世界各地でエネルギーの開発・供給に取り組んでいます。当社は、グローバルに事業を展開する
企業として、地域社会を含むステークホルダーと信頼関係を築きながら、事業活動における安全確
保、環境保全、雇用の創出、人権の尊重、文化や習慣の尊重、地域社会への貢献など、バリューチェ
ーン全体で社会的責任を着実に果たし、持続可能な社会づくりに貢献していきます。 

「INPEX 人権方針（以下、本方針）」は、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づいて策
定されています。当社は、本方針にて人権尊重に対する当社の姿勢を包括的に明示するとともに、
本方針と既存の規程類に基づき人権尊重の責任を果たしていきます。 

本方針は、当社グループの全ての役員及び従業員に適用されます。 

人権尊重のコミットメント 

1. 「労働における基本的原則および権利に関する ILO 宣言」、「国際人権章典」をはじめとする人権
に関する国際規範に則り、人々の権利と尊厳を尊重します。 

2. 当社グループで働く人々に対し、差別のない公平な態度で接します。 
3. 強制労働や児童労働を一切認めません。 
4. 結社の自由及び団結権の保護を尊重します。 
5. 安全かつ安心で、健康的な職場環境を提供します。 
6. サプライヤー及びビジネスパートナーに対し、本方針の内容を尊重することを求めていきます。

なお、合弁事業のうち、当社が意思決定をコントロールできない場合においては、本方針が尊重
されるよう、影響力の行使に最大限努めます。 

7. 事業により影響を被りうる、先住民を含む地域コミュニティの人権を尊重します。 
8. 「安全と人権に関する自主原則（Voluntary Principles on Security and Human Rights）」の内容に

配慮しながら、操業地域における安全管理を行います。 

人権尊重の遂行 

1. 潜在的な人権への負の影響を特定・評価し、その結果を組織横断的に共有します。また、影響を
直接受ける人、またはその代理人とコミュニケーションを図りながら、影響の回避・緩和措置を
適切に講じます。 

2. 潜在的な人権への負の影響について、地域コミュニティや外部の専門家の意見を活用します。 
3. 当社が人権への負の影響を引き起こした、または直接関与したことが明らかになった場合は、適

切な手続きを通じて、その是正に取り組みます。 
4. 社内外からのフィードバックを参考にしながら、人権への負の影響への対応策の実効性を確認し

ます。 
5. 事業を行う国・地域の法規制を遵守します。なお、法令と国際的に認められた人権に関する基準

で要請が異なる場合は、法令を遵守しながら、国際人権基準を最大限尊重する方法を追求します。 
6. 本方針に基づき人権尊重の責任を果たすことができるよう、役員及び従業員への教育と研修を行

います。また、本方針が事業活動全体に定着するよう、関連する業務に反映していきます。 
7. 本方針に基づく人権尊重の取組みの状況を、毎年外部に開示します。 
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